
【会議録】 

会議名 令和６年度 第１回鹿屋市スポーツ推進審議会 

日時 令和６年７月 16日（火） 15時 30分～16時 40分 

会場 鹿屋市役所 別館 第２会議室 

出席者 

  

委員  原口委員、森委員、村手委員、東委員、上甫木委員、八木委員、 

川原委員、立元委員（欠席 北村委員、池田委員） 

鹿屋市長    中西市長 

市民スポーツ課 原口課長、小原課長補佐、吉田係長、門田係長 

加治屋主任主事 

委嘱状交付 
市長から各委員に委嘱状を交付 

任期 令和６年６月 10日～令和８年３月 31日 

会長、副会長

の選任 

会 長 東委員 

副会長 森委員 

議 事 

内 容 

報告事項１ 令和６年度鹿屋市のスポーツ施策について 

報告事項２ スポーツのまちかのや推進事業について 

報告事項３ 鹿屋市スポーツ推進計画について 

報告事項４ 鹿屋市スポーツ合宿について 

報告事項５ 野里運動施設整備について 

協議事項１ 鹿屋市民の運動・スポーツ活動に関する調査について 

結 果 

まとめ 
上記の報告事項５件及び審議事項１件について、報告、意見交換を行った。 

概要 

主な意見等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な質疑等】 

報告事項１  令和６年度鹿屋市のスポーツ施策について 

 委員 

 スポーツ実施率の向上ということで、ウォーキング大会の開催とある

が、市としては、各団体が実施しているウォーキング大会をバックアッ

プするということか。 

 事務局 

 各団体で開催しているウォーキング大会はこのまま継続して開催して

ほしい。 

市で考えているウォーキング大会は大規模イベントとして実施を考えて

おり、各団体が実施しているウォーキング大会とは別で開催を考えてい

る。 

委員 

 霧島が丘公園は錦江湾や桜島、開聞岳、高隈山系が見渡せる絶景の場所

であるため、そこでウォーキング大会を開催すれば 1,000人や 2,000人

規模の大会が開催可能であると考える。 

 また、商工会や一般の団体を含めて、午前中はウォーキング大会、午後

は物産展や飲食ブースを設けて開催したら良いと思う。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局 

 現在、市の考えでは、実行委員会を立ち上げてコース等を検討していき

たいと思っており、各団体で実施しているウォーキングのノウハウを活

用させていただきたいと考えている。ぜひ、実行委員会のメンバーとし

て加わってほしい。 

 委員 

 別で開催するよりは、今実施しているウォーキング大会を拡充した方が

良いと思う。 

 事務局 

 今後検討させていただきたい。 

 委員 

 鹿屋市スポーツ協会や鹿屋市スポーツ議連など、色々な人を運営に入れ

ていく必要があると思う。行政主体ではなく、商工会などの市民を入れ

た運営をしてほしい。 

 事務局 

 今のご意見を踏まえて、まずは市側で検討していきたい。 

 

報告事項２ スポーツのまちかのや推進事業について 

 委員 

 ふるまいにおいて、輝北地区・串良地区・吾平地区の団体がふるまい予

定となっているが、鹿屋地区のふるまいはないのか。 

 事務局 

 基本的には国体で開催した３競技でふるまった団体へ依頼するように

している。国体開催時には鹿屋地区の団体もふるまいをしてもらってお

り、今後も活用していきたい。 

 

報告事項４ 鹿屋市スポーツ合宿について 

 委員 

 合宿 10 万人は、県外のみを認めるのか。県内（市外）から合宿に来る

人にも助成を検討してほしい。 

 事務局 

 県が調査している人数は県外が対象となっているため、市としても外貨

を稼ぐという意味から県外を人数として入れている。 

 なお、県内からの合宿者も多いため、それらも含め独自に分析をし県内

合宿者への助成も考えていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 



報告事項５ 野里運動施設整備について 

 委員 

 テニスコートの観覧席とは反対側の場所から応援することは可能か。 

 事務局 

 フェンス外側から観覧が可能である。 

 委員 

 防衛省の敷地であるが、借地料は発生するのか。 

 事務局 

 借地料は発生しない。 

 委員 

 既存のテニスコートはどうなるのか。 

 事務局 

 現在、中央公園と串良平和公園にテニスコートがあるが、こちらは引き

続きテニスコートとして運営していく。 

 委員 

 西原健康運動公園はどうなるのか。 

 事務局 

 野里運動施設が整備されたあとは、テニスコートとしては用途廃止とな

る。 

 委員 

 その後の活用は考えていないのか。 

 事務局 

 現在、検討中である。 

 委員 

 教育活動や余暇活動とあるが、想定されている活動はあるのか。 

 事務局 

 教育活動は中体連や高体連の大会として活用可能である。 

 余暇活動としては、芝生の広場があるので、競技者以外の方も公園のよ

うな形で楽しんでもらえるような場所となっている。 

 委員 

 隣のサッカー場はどうなるのか。 

 事務局 

 野里運動公園は、現在整備している野里運動施設と連携してサッカーの

大会等が行われることを想定している。 

 委員 

 野里運動施設の反対側に駐車場があるが、今、横断歩道が１か所しかな

いため、試合があるときは混雑することが予想される。点滅信号や横断

歩道を増設することはできないのか。 

 事務局 

 横断歩道や点滅信号は、市としては、今ある横断歩道に点滅信号をつけ

られないか警察署と協議中である。 

  



報告事項３ 鹿屋市スポーツ推進計画について 

協議事項１ 鹿屋市民の運動・スポーツ活動に関する調査について 

 事務局 

アンケートについては、第２期鹿屋市スポーツ推進計画と第３期鹿屋市

スポーツ推進計画を分析するためには、比較をする必要がある。 

基本的には令和元年度と同じようなアンケートとなるが、国のスポーツ

基本計画も踏まえながら、市でアンケート内容を考えさせていただきた

い。 

委員 

無作為抽出とあるが、対象者が偏るのではないか。 

事務局 

層化三段は、中学校区、年齢別、男女別の人数比率により抽出する方法

である。 

委員 

それでも知っている人だけとなる可能性もあるのではないか。 

委員 

統計学とはそういうものである。 

無作為に抽出して、偏ったとしても統計学としては問題無い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


